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◎
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 
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（
資
金
管
理
団
体
の
会
計
帳
簿
の
記
載
） 

第
十
九
条
の
四 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
特
定
寄
附
（
資
金
管
理
団

体
の
届
出
を
し
た
公
職
の
候
補
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
資
金

管
理
団
体
に
対
し
て
す
る
寄
附
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
と
し
て
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
帳
簿

の
記
載
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
事
項
を
併

せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
他
者
か
ら
の
寄
附
に
係
る
金
銭
等
以
外
の
金
銭
等
で
政
治
資
金
に
充
て
ら

れ
る
も
の
の
資
金
管
理
団
体
に
よ
る
取
扱
い
） 

第
十
九
条
の
六
の
二 

公
職
の
候
補
者
は
、
他
者
か
ら
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄

附
に
係
る
金
銭
等
以
外
の
金
銭
等
で
あ
つ
て
政
治
資
金
に
充
て
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
も
、
当
該
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
も
の
を
除
き
、
で

き
る
限
り
そ
の
資
金
管
理
団
体
に
取
り
扱
わ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
寄
附
の
総
額
の
制
限
） 

第
二
十
一
条
の
三 

〔
略
〕 

（
資
金
管
理
団
体
の
会
計
帳
簿
の
記
載
） 

第
十
九
条
の
四 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
特
定
寄
附
（
資
金
管
理
団

体
の
届
出
を
し
た
公
職
の
候
補
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
資
金

管
理
団
体
に
対
し
て
す
る
寄
附
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
政
治
団

体
の
会
計
責
任
者
と
し
て
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
帳
簿
の
記
載

を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
事
項
を
併
せ
て
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

〔
新
設
〕 

     

（
寄
附
の
総
額
の
制
限
） 

第
二
十
一
条
の
三 

〔
略
〕 
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２ 

〔
略
〕 

３ 
個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
で
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外

の
者
に
対
し
て
さ
れ
る
も
の
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
千
万
円
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
公
職
の
候
補

者
が
当
該
資
金
管
理
団
体
に
対
し
て
す
る
寄
附
及
び
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄

附
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

５ 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

〔
同
上
〕 

  

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
特
定
寄
附
及
び
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

５ 

〔
略
〕 

 
 

 
 


